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第２０回千葉都市計画事業東幕張土地区画整理審議会議事録 

 

１．日 時  平成２６年１２月１７日（水）午後１時３０分～午後３時００分 

 

２．場 所  東幕張土地区画整理事務所 会議室 

 

３．出席者  （ 委   員 ）  会   長   宮葉商事株式会社 

                         代表取締役 宮葉 繁夫 

                 職務代理者   飯 塚 芳 男 

                 委   員   菅 谷 和 夫 

                 委   員   伊 勢 谷 久 太 

                 委   員   吉 田 利 佳 

                 委   員   中 野 忠 生 

                 委   員   竹 田 正 道 

                 委   員   阿 部 文 夫 

委   員   小 森 重 明 

委   員   鈴 木 信 廣 

 

 

（ 事 務 局 ）   都 市 部 長   谷 津 隆 之 

                 所 長   日 色  敏 夫 

                 補 佐   諏  訪  武  雄 

                 補 償 係 長   中 島 基 夫 

                 換地工務係長   米 屋 浩 司 

                 技 師   長谷川  哲士 

                 技 師   栗 澤  惟 

 

４．議 題   議案第１号 仮換地の指定について 

        議案第２号 仮換地の指定変更について 

        報告事項  仮換地指定の軽微な変更について 

 

５．議事の概要 

  議案第１号 仮換地の指定については、原案のとおりで異議なし 

  議案第２号 仮換地の指定変更について、原案のとおりで異議なし 

  報告事項  仮換地指定の軽微な変更については、報告事項として、施行者から報告

を受けた 
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６．会議経過 

諏訪補佐 定刻となりました、ただ今より「第２０回 東幕張土地区画整理審議会」の

開催に向けて進めさせていただきます。 

まず初めに、配布資料の確認をさせていただきます。順に、「次第」、「委員

名簿」、「審議会の役割について」、こちらの裏面には地方公務員法の抜粋を記

載してございます。続きまして、「審議会の議事運営要綱」、「審議会の開示及

び議事録の公開・非公開についての取扱い基準」、それから、フラットファイ

ルに閉じて配布しておりますが、「土地評価基準」、「換地設計基準」、「仮換地

指定の軽微な変更の取扱い規定について」、「千葉都市計画事業東幕張土地区画

整理事業施行規程」でございます。 

そのほかに、事前に本審議会の議案書をお配りしておりますが、本日お忘れ

になっている方はいらっしゃいませんか。資料の不足などございませんでし

ょうか。 

次に、議案書について修正がございますので、申し訳ありませんが修正をお

願いいたします。 

議案書２１ページになります。ページ中段に記載れております「平成１４年

１１月６日開催」を「平成１６年２月９日開催」に修正願います。修正とお

詫びを申し上げます。 

さて、今回の審議会については、委員の選挙が行われまして、４期目となり

ます。この審議会選挙の報告、そして、委員の皆様のご紹介、事務局職員の

紹介を、所長の日色よりさせていただきます。 

日色所長 所長の日色と申します。本日はお忙しい中、審議会にご出席いただきありが

とうございます。さっそくではございますが、先に行いました審議会選挙の報

告、審議会委員の皆様のご紹介、並びに職員の紹介をさせていただきます。 

まず、１０月に実施しました審議会委員選挙の報告をさせていただきます。 

選挙の日程としましては、７月２８日付けで選挙期日の公告を行い、９月１

日から９月１４日までの２週間、選挙人名簿の縦覧を、９月２３日から１０月

２日まで立候補者の受付を行いました。その結果、所有権者から７名、借地権

者から１名の立候補がありました。当地区の選出する委員の定数につきまして

は、所有権者から７名、借地権者から１名となっておりまして、定数を超えな

かったことから、１０月３日付けで投票を行わない旨の公告を行いました。こ

の結果を受けまして、１０月２７日付けで当選人の公告を行いまして、本日委

員として皆様にお集まりいただいたところでございます。以上が、審議会選挙

の報告となります。 

続きまして、委員のご紹介をさせていただきます。五十音順にご紹介させて

いただきます。 

所有権者委員といたしまして、阿部文夫様、飯塚芳男様、伊勢谷久太様、菅

谷和夫様、鈴木信廣様、竹田正道様、中野忠生様でございます。借地権者とい

たしまして、宮葉商事株式会社 代表取締役 宮葉繁夫様でございます。学識
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経験者の選任につきましては、土地区画整理法第５８条第３項及び施行規程第

７条第３項に規定されておりまして、２名の方を市長が選任できることとなっ

ており、１０月２９日付けで選任させていただいております。それではご紹介

いたします。吉田利佳様でございます。吉田様は土地区画整理士、一級建築士、

宅地建物取引主任等の多数の資格をお持ちで、まちづくりコンサルタント業務

や都市計画マスタープラン策定支援等、ご見識が広く、現在では、まちづくり

投資等に関する業務でご活躍されております。つづきまして、小森重明様でご

ざいます。小森様は、元千葉市役所に在籍しておりまして、土地区画整理事業

や再開発事業に携わり、都市部長としてご活躍されておりました。 

最後に、本日出席しております職員の紹介をさせていただきます。都市部長

の谷津でございます。所長補佐の諏訪、補償係長の中島、換地工務係長の米屋、

担当の長谷川技師、同じく栗澤技師でございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

諏訪補佐 続きまして、施行者を代表しまして、都市部長の谷津よりご挨拶をさせてい

ただきます。 

谷津部長 皆様こんにちは。都市部長の谷津でございます。 

施行者を代表いたしまして、一言ご挨拶させていただきます。 

本日は年の瀬の大変お忙しい中、また、風の強い中、東幕張土地区画整理審

議会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

委員の皆様におかれましては、日頃より市政に多大なご協力を頂きますとと

もに、本区画整理につきましてはご尽力賜りますことを心より感謝申し上げま

す。おかげさまで、東幕張地区の区画整理については、幕張町武石町線を中心

に事業進捗が著しく、平成２６年度は約４０件の建物移転を行い、平成２９年

の暫定駅前広場整備、平成３０年代なるべく早い時期の駅前広場整備に向け

て、鋭意事業を進めております。 

ただいまご紹介させていただきましたとおり、今回審議会の委員の皆様の改

選を行っております。引き続き委員を務めていただく方、新たに委員になられ

た方もいらっしゃいますが、これから５年間、よろしくお願いいたします。 

本日は、改選後初めての審議会でございますが、最初に会長及び職務代理者

の選出を行い、その後、議事を進めてまいります。議題につきましては、２議

案と報告でございます。 

上程いたしました議案は、事業推進を図る上で、重要な議案となっておりま

す。慎重なご審議のほどよろしくお願いします。 

以上、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

諏訪補佐 ありがとうございました。 

続きまして、当事業の事業概要について、所長の日色より説明させていただ

きます。 
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日色所長 東幕張土地区画整理事業の概要について説明いたします。 

本地区は、市の中心部より西方へ約７Kｍ、JR 総武線幕張駅北口を中心と

した約２６ｈａの区域です。 

本地区では、昭和３０年代以降を中心に公共施設が整備されないまま、急激

な勢いで宅地化が進んだ区域で、平成８年度から、千葉市が施行者となり、公

共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、建築物等の移転及び道路築

造等を行っています。 

施行区域は花見川区幕張町４・５・６丁目、武石町１・２丁目の各一部の区

域でございます。現在の事業認可期間は、平成８年から平成３２年度、総事業

費は２７４億円、移転建物総数は４５６戸、減歩率は、平均で約２８％の区画

整理となっております。 

当事業で整備する公共施設は、都市計画道路といたしまして、幕張町武石町

線及び幕張町弁天町線の２路線でございます。延長は約８９０ｍ、区画道路と

あわせますと、約７，９４０ｍの整備となっております。その他に、駅前広場

として約６，４００㎡、公園は３箇所、約９，４００㎡の計画でございます。 

これまでの事業の経過でございますが、昭和３６年１１月１７日に都市計画

決定され、平成８年１０月１７日から事業を実施し、工事には平成１４年度か

ら着工しております。また、平成２４年８月１日には区域全域の仮換地指定を

完了しております。 

現在の進捗状況ですが、平成２０年度末には、政令指定都市移行後課題であ

った幕張町弁天町線が開通し、現在は駅前線の整備に力を注いでいる状況でご

ざいます。 

建物の移転戸数については、全移転対象戸数４５６戸のうち、平成２５年度

末までに１１１戸が移転しております。今年度は約４０戸を予定しており、年

度末には計約１５１戸、約３３％の進捗率となります。 

つづきまして道路整備状況ですが、区画整理事業区域内の道路延長、約７９

４０ｍのうち、平成２５年度末までに約１，９９０ｍが整備完了し、今年度に

は約２８０ｍを予定しており、年度末には約２，２７０ｍ、約２９％の完了を

見込んでおります。 

事業資金ベースでの進捗率を申し上げますと、平成２５年度では約３８％、

今年度末には約４４％の進捗を見込んでおります。 

諏訪補佐 続きまして、審議会の役割についてご説明させていただきます。配布資料の

「審議会の役割について」をご覧ください。 

土地区画整理法第５６条に審議会の設置の項目がございまして、その第３項

には、「審議会は換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項

についてこの法律に定める権限を行う」とあります。この条文に基づきまして、

委員の皆様に同意、または意見を求める事項がございます。 

資料裏側には審議会委員の身分について記載しております。地方公務員法

上、委員の皆様は特別職となりまして、守秘義務を負うことになります。ご注
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意願います。 

次に、「審議会の議事運営要綱」について、ご説明いたします。本要綱は、

審議会の円滑な運営を図ることを目的に平成１２年８月に制定しております。

この中に会議の公開、議事録の公開・非公開について、規定しております。こ

の関係については、○×で示した一覧表を別途お配りしておりますので、そち

らをご覧ください。 

 また、今回の審議会に入る前にこの要綱及び土地区画整理法に基づき、３点

ほど皆様に決めていただくことがございます。１つ目は審議会会長の選出、２

つ目は職務代理者の選出、３つ目が議席の決定です。この３点を審議会前に決

めていただく必要がございます。よろしくお願いします。 

 では、審議会会長を選出するに当たり、運営を行うための仮議長を決めたい

と思います。委員の皆様の中に立候補される方がいらっしゃいましたら、挙手

をお願いいたします。 

（事務局一任の声） 

事務局一任の声がありましたが、委員の皆様ご意見いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

それでは、事務局一任ということで進めさせていただきます。仮議長につい

ては、事務局の方から所長の日色が務めさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 

日色所長 

（仮議長） 

会長を選出されるまでの間、仮議長を務めさせていただきます。ご協力よろ

しくお願いいたします。 

会長の選出についてですが、土地区画整理法第６１条第２項ならびに要綱第

３条第２項に、会長は委員のうちから委員が選挙するとの規定がございますの

で、会長を皆様の中から選出していただくこととなります。委員の皆様の中か

ら立候補していただける方はいらっしゃいますでしょうか。 

立候補者がありませんので、委員の中からご推薦をいただきたいと思いま

す。挙手にてご発言をお願いします。 

＜ 「宮葉委員を推薦します」との声 ＞ 

ただいま、宮葉委員の推薦がございましたが、他に推薦者はいらっしゃいま

すでしょうか。 

いらっしゃらないようですので、挙手にて皆様のご意見を伺おうと思いま

す。宮葉委員を会長とすることについて、異議のない方は挙手をお願いいたし

ます。 

＜挙手多数＞ 

挙手多数ですので、会長は宮葉委員に決定いたしました。よろしくお願いい

たします。 

会長が決定しましたので、仮議長職を解かせていただきます。ご協力ありが

とうございました。 
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諏訪補佐 所長、ありがとうございました。 

では、会長が決定しましたので、以降は会長に審議会の進行をして頂きます

が、会長へ進行にあたっての説明・確認等がありますので、５分ほど休憩とさ

せていただきます。申し訳ありませんがよろしくお願いします。 

（休憩後、再開） 

諏訪補佐 会長が選任されましたので、会長からご挨拶を頂き、審議会を進めさせてい

ただきます。会長、よろしくお願いします。 

宮葉会長 皆さん、こんにちは。また、皆様に会長を仰せつかりました宮葉です。今回

から新たに委員になられた方も３名いらっしゃいますが、委員１０名でこれか

ら５年間、本事業がスムーズに進むよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

また、先ほど都市部長さんからもお話がありましたが、熊谷市長の英断によ

りまして幕張町武石町線の整備、暫定駅前広場の整備が積極的に進められるこ

とになりましたが、千葉市としましても、しっかりと事業が達成できるように

よろしくお願いいたします。 

日色補佐 会長、ありがとうございました。 

次に職務代理者の選出、そして議席の決定をさせていただきたいと思いま

す。なお、会長が決まりましたので、進行を会長にお願いいたしまして、職務

代理者の選出と議席の決定の方をお願いいたします。 

宮葉会長 それでは議事の進行を務めさせていただきます。座ったまま失礼します。 

初めに職務代理者を決めたいと思います。 

議事運営要綱第３条第５項により、「委員のうちから、あらかじめ互選され

た者がその職務を代理する」との規定がございますが、立候補される方はいら

っしゃいますか。 

＜ 挙手なし ＞ 

立候補される方がいらっしゃらないようですので、私の方から推薦させてい

ただきます。職務代理者は飯塚委員さんにお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

＜ 異議なしの声あり ＞ 

それでは飯塚委員、よろしくお願いします。 

一言挨拶をお願いいたします 

飯塚委員 職務代理者という職名を頂きまして、大変光栄でございます。 

至らぬ点もございますが、会長が不在の際には、職務を代行させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

宮葉会長 ありがとうございました。 

続いて、議席の決定をさせていただきます。 

議席の決定につきましては、議事運営要綱第５条に「委員の議席は、抽選に

より定めるものとする」と規定されておりますので「くじ」を引いて頂きたい

と思います。事務局はくじを回してください。 

＜ くじにより議席決定 ＞ 
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それでは、くじ引きの番号を議席といたします。ここで、席の移動をお願い

します。 

＜ 席を移動 ＞ 

これで、各委員の皆様の議席が確定いたしました。事務局、進行の方をお願

いします。 

諏訪補佐 では、これから審議会へと進めさせて頂きますが、議事運営要綱第３条第３

項の規定により、宮葉会長に議長をお願いします。 

それでは宮葉会長の方より、本日の審議会の定足数の確認と「開会宣言」を

お願いいたします。 

宮葉会長 土地区画整理法第 62 条第 3 項及び東幕張土地区画整理審議会議事運営要綱

第 6条に「審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができ

ず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長

の決するところによる」と規定されておりますので、定足数の確認をさせてい

ただきます。 

審議会委員は１０名であり、本日の出席委員は１０名ですので、本審議会は

成立しております。 

これより、第２０回 東幕張土地区画整理審議会を開催いたします。 

議事運営要綱の第１４条第１項により、「審議会の会議ごとに議事録を作成

し、委員２名以上とともに署名押印する」との規定がございますので、議事録

署名人は、議席順に菅谷委員と、伊勢谷委員の両名にお願いいたします。 

それでは「議案第１号 仮換地の指定について」事務局の説明を求めます。 

日色所長 所長の日色でございます。 

今回お諮りいたします議案は、第１号議案、第２号議案とも事業の推進のた

め市が権利者と調整を行ってきた、仮換地指定及び仮換地変更でございます。 

当事業は、事業を推進するため、平成２６年度以降年間約４０戸の集団移転

を行う計画であります。このため、従前地も仮換地も使えない中断移転となる

権利者が多く発生することとなります。 

特に、５年以上の長期にわたり中断移転となる権利者も発生することから、

このような権利者の協力を得ていくことが事業を進捗させるうえで必要とな

っております。 

このような背景から市では、１つに、健康や家庭の事情などにより、「居な

がら移転」が必要と判断できる権利者へ仮換地変更を提案するための用地を確

保すること。 

２つに、中断移転期間を短縮するため、仮換地変更を提案するための用地を

確保することを権利者に対してお願いしております。 

今回の変更については、第１号議案と第２号議案が関連した議案となってお

り、これまでお願いしてきた結果、権利者から協力を得られることとなった案

件であります。 

では第１号議案の諮問文を読ませていただきます。 



 8 

＜議案第 1号を朗読＞ 

詳細につきましては、換地工務係長より説明いたします。 

米屋係長 それでは、説明いたします。 

＜議案第１号を説明＞ 

議案第１号の説明については以上です。 

宮葉会長 先に事務局から説明がありましたように、議案第１号につきましては、議案

第２号「仮換地の指定変更について」と関連があるとのことですので、議案第

２号の説明後に、意見等をお伺いしたいと思います。 

では引き続き、議案第２号「仮換地の指定変更について」の説明をお願いし

ます。 

日色所長 議案第２号は、先ほど説明した趣旨で、すでに指定されている仮換地の変更

を行うものです。 

諮問文を読ませていただきます。 

＜議案第２号、議案朗読＞ 

詳細につきましては、換地工務係長より説明いたします。 

米屋係長 それでは、説明いたします。 

＜議案第２号＞を説明。 

以上でございます。 

宮葉会長 只今、事務局から議案第１号、議案第２号の説明がありましたが、ご質問等

がありましたら挙手をお願いします。鈴木委員、どうぞ。 

鈴木委員 １０街区１９画地と１２街区４画地の変更先は、千葉市の土地ですか。 

米屋係長  変更先は千葉市の土地です。今回のような土地の交換を行うことで、千葉市

は整備済みの土地を確保でき、今後、事業を円滑に推進するための変更用地と

して活用することができます。 

宮葉会長 他に質問はございませんか。伊勢谷委員、どうぞ。 

伊勢谷委員 
仮換地の変更が行われるということは、地権者側からの要望が通ったという

ことですか。 

米屋係長 今回のような仮換地先の変更は、千葉市が変更用地としてすぐに使える状態

の土地を確保することが目的です。交換している土地は、現在、現地が未利用

地となっている土地を選び、地権者の方と調整しております。 

伊勢谷委員 駅から遠い位置の仮換地へ移る方もいるようですが、不満は出なかったので

しょうか。 

日色所長 各地権者の考えが一致したため、変更を行っております。今回の場合、地権

者の方はより早い時期に土地を利用することができます。 

鈴木委員 交換を行った地権者同士の思惑が一致したということでよろしいのでしょ

うか。 

小森委員 現在の工事計画を推進するうえで、必要な変更であったということだと思い

ます。 
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宮葉会長 他に質問はございませんか。 

無いようですので、採決に入りたいと思います。 

それでは、議案第１号「仮換地の指定」について、異議の無い方は、挙手を

お願いします。 

       （挙  手） 

賛成多数ですので、議案第１号「仮換地の指定」について議案のとおりとい

たします。 

次に、議案第２号「仮換地の指定変更」について、異議の無い方は、挙手を

お願いします。 

       （挙  手） 

賛成多数ですので「議案第２号仮換地の指定変更」について議案のとおりと

いたします。 

 

それでは続きまして、報告事項「仮換地指定の軽微な変更について」事務局

から報告をお願いします。 

日色所長 軽微な変更の扱いにつきましては、平成１６年２月９日に開催した第７回審

議会において承認されており、これに基づいて報告いたします。 

＜報告事項、議案朗読＞ 

詳細につきましては、換地工務係長より説明いたします。 

米屋係長 それでは、説明いたします。 

＜報告事項＞を説明。 

以上でございます。 

宮葉会長 只今、事務局から報告がありましたが、ご質問はございませんか？ 

 鈴木委員、どうぞ。 

鈴木委員 ６街区２９画地について、調書中の変更前後の従前地面積が違うのですが、

どういうことでしょうか。 

米屋係長 「畑」の地目については、基本的に小数点以下の数字を切り捨てて表記し、面

積が１０㎡を下回った場合に小数点以下を表記することとなっております。 

また、ご質問に関連しまして、議案資料の図面に小数点以下の値が記載され

てしまっていることは誤りとなりますので、訂正をお願いいたします。申し訳

ございません。 

宮葉会長 他に質問はございませんか。 

報告事項については、賛否は問いません。 

他にないようですので、議題については終了します。 

以上を持ちまして、第２０回 千葉都市計画事業東幕張土地区画整理審議会 

を閉会いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

なお、事務局は「答申書」の作成をお願いいたします。 
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諏訪補佐 どうもありがとうございました。 

後ほど「答申書」の確認をお願いします。 

「答申書」を作成しますので、しばらくお待ちください。 

宮葉会長 【「答申書」を読み上げ、都市部長に手渡す。】 

諏訪補佐 委員の皆様、本日は慎重なるご審議ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の審議会は終了といたします。お疲れ様でした。 

 

閉会 午後３時００分 
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上記の議事は、事実と相違ないことを確認し、ここに署名押印する。 

 

平成   年   月   日 

 

 

会  長                     印 

 

 

署 名 人                     印 

 

 

署 名 人                     印 

 

 

 

問い合わせ先 千葉市都市局都市部東幕張土地区画整理事務所 

              ＴＥＬ ０４３（２７６）０４５６ 

              ＦＡＸ ０４３（２７６）１９７７ 

 


